
新潟県
社会全体で暴力団排除
安全で安心して暮らせる新潟県へ

暴力団排除条例

【条例の主な内容】

・県の事務・事業からの暴力団排除

・暴力団への利益供与の禁止

・暴力団事務所の規制

・不動産の取引に関する措置

・暴力団排除特別強化区域における禁止行為

・特定営業者の条例違反に対する自首減免規定

新潟県警察
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kenkei/
詳しくは 新潟県警察 検 索



事業者による暴力団関係者への利益供与の禁止

暴力団の威力を利用する対価とし

て、金品を渡す等の利益供与を禁

止します。

暴力団活動の助長となる利益供与

を禁止します。（正当な取引でも

利益供与となる場合があります）

不動産の取引に関する措置

暴力団事務所に利用されると知り

ながら、不動産取引（譲渡や貸

付）することを禁止します。（取

引の代理や媒介をする者も禁止）

特区内での営業に際し、特定営業者（※右

表参照）が、暴力団を用心棒にすること、

暴力団に用心棒代等の支払いをすること、

営業を容認してもらう対価として金銭等を

供与することを禁止します。

暴力団排除特別強化区域（特区）における禁止行為

● 暴力団排除特別強化区域 罰則の減免規定

暴力団への利益供与等を自ら

申告した特定営業者について

は、その態様に応じて、条例

違反に対する刑を減軽し又は

免除できることが規定されて

います。

● 特定営業者一覧

（１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金）

罰則あり!!

勧告・公表 （違反をやめるよう勧告し、従わない場合などは氏名等を公表する行政手続き）
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長岡市新潟市

※ 暴力団側に減免規定はありません

※ 受け取った暴力団側も勧告・公表

※ 受けた暴力団側も

※ 国土地理院の電子地形図（タイル）に新潟県暴力団排除条例における暴力団排除特別強化区域を追記して掲載

イラスト・作画協力～青海さん

駅南地区

駅前地区

古町地区

営業形態

１号営業 キャバレー・待合・飲食店等　※接待して遊興又は飲食させる営業

２号営業 低照度飲食店

３号営業 区画席飲食店

４号営業 まあじゃん屋・ぱちんこ屋等

５号営業 ゲームセンター等

１号営業 ソープランド

２号営業 店舗型ファッションヘルス

３号営業 ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等

４号営業 ラブホテル・モーテル・レンタルルーム

５号営業 アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等

６号営業 出会い系喫茶

１号営業 派遣型ファッションヘルス等

２号営業 アダルトビデオ等通信販売営業

映像送信型性風俗特殊営業 第８項 － インターネット等利用のアダルト画像送信営業

店舗型電話異性紹介営業 第９項 － テレホンクラブ（入店型）

無店舗型電話異性紹介営業 第10項 － ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等（無店舗型テレホンクラブ）

第11項 － ナイトクラブ等

第13項 － コンパニオン派遣業等

第13項 ４号
バー・スナック・居酒屋・一般飲食店等、飲食店営業のうち、
酒類提供飲食店営業をしており、午後10時から午前６時の時
間に営業しているもの

種　別 風営適正化法第２条
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